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防災訓練の実施の結果について、原子力災害対策特別措置法第１３条の２第１項の規定に基づ

き報告します。 

原子力事業所の名称及び場所 

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 

原子力科学研究所 

茨城県那珂郡東海村大字白方２番地４ 

防災訓練実施年月日 令和３年３月２６日 別紙２のとおり 

防災訓練のために想定した原子

力災害の概要 

地震を起因とし、原子炉停止機

能喪失、原子炉冷却機能喪失及び

通常放出経路での気体放射性物質

の放出により、原子力災害対策特

別措置法第 10 条事象及び同法第

15条事象に至る原子力災害を想定 

別紙２のとおり 

防災訓練の項目 総合訓練 個別訓練 

防災訓練の内容 

総合訓練 
※以下の個別訓練を組み合わせて

実施。 
・通報訓練 
・避難訓練 
・緊急時環境モニタリング訓練 
・救護訓練 

個別訓練 
その他の訓練 
・遠隔機材の操作訓練 

・原子力緊急事態支援組織と

の連携訓練 

防災訓練の結果の概要 別紙１のとおり 別紙２のとおり 

今後の原子力災害対策に向けた

改善点 
別紙１のとおり 別紙２のとおり 

  備考 用紙の大きさは、日本産業規格A４とする。 
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別紙１ 

 

防災訓練の結果の概要（総合訓練） 

 

本訓練は、原子力科学研究所原子力事業者防災業務計画（以下「防災業務計画」という。）、原

子炉施設保安規定、核燃料物質使用施設等保安規定及び廃棄物埋設施設保安規定に基づき実施す

る。 

 

１．訓練目的 

本訓練では、原子力防災訓練中期計画に基づき、原子力災害対策特別措置法（以下「原災法」

という。）対象の複数施設で緊急時活動レベル（以下「EAL」という。）事象の発生を想定し、国、

自治体等へ正確に情報提供等を行えるよう対応体制の強化を図るとともに、前年度から改善を図

った事項の有効性、新型コロナウイルス感染症対策を考慮した対応を確認する。 

 

２．達成目標 

原子力防災訓練中期計画を踏まえ、以下の達成目標を設定する。 

 

（１）現地対策本部 

① 「事象進展対策シート」、「発生事象状況確認シート」等の視覚情報を用いて、機構対策本

部へ正確で分かりやすい情報共有ができること。 

② 現地対策本部において適時にブリーフィングを実施し、発生事象に係る対応状況及び今後

の事象進展・対策等について、具体的かつ簡潔に短時間で機構内に情報共有ができること。 

③ 発災施設のうちの 1 箇所の事故現場指揮所及び機構対策本部において、機構 TV 会議シス

テムが全体的に一時的使用不能となった場合においても、代替手段を活用した情報共有が

継続できること。 

④ 複数の原災法対象施設（NSRR 及びバックエンド研究施設（以下「BECKY」という。））で EAL

事象が発生した場合においても、事故現場指揮所からの情報を現地対策本部が整理し、機

構対策本部へ情報共有ができること。 

 

（２）機構対策本部 

・機構対策本部における原子力規制庁緊急時対応センター（以下「ERC」という。）対応ブ

ースの統括者及び発話者を年度訓練を通じて段階的に養成できること（本訓練においては、

統括者については大洗研究所訓練に引き続いて選定し、対応能力の習熟を図る。また、発

話者のうち 1名については新たな者に担当させ、増員を図る）。 

 

３．主な検証項目 

達成目標、前年度から改善を図った事項、新型コロナウイルス感染症対策を踏まえ、以下の
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検証項目を設定する。 

 
３．１ 現地対策本部 
（１）達成目標に係る検証項目 

① 現地対策本部は、プラント情報、EAL事象の発生状況、今後の事象進展等について機構対

策本部に対して視覚情報を用いて視覚的な情報共有ができること。 

② 現地対策本部は、原災法第 15 条事象への進展前後にブリーフィングを実施し、発生事象

に係る対応状況、進展予測・対策について機構内に情報共有ができること。 

③ 現地対策本部は、事故現場指揮所（１箇所）及び機構対策本部の機構 TV 会議システムが

一時的に不能になった場合に、携帯電話の回線により同システムへ接続する等の代替手段

により情報共有が継続できること。 

④ 現地対策本部は、2施設で複数の EAL事象が発生した場合においても、情報統括者が重要

度に基づいて事故現場指揮所の発話のタイミング及び方法をコントロールすることで、2

施設からの情報を現地対策本部で集約し、機構対策本部と情報共有ができること。 

（２）前年度（平成 30年度含む。）から改善を図った事項に係る検証項目 

① 情報統括者は、2 施設の事故現場指揮所から重なるタイミングで重要情報が報告された場

合に、機構 TV 会議システムとホットラインでの情報共有を指示できること。また、事故

現場指揮所と緊急時対策所間のホットラインを活用することで情報共有ができること。 

② 情報統括者（副原子力防災管理者）は、原子力防災管理者の不在時に、代行者に対して、

EAL 事象の該当判断をするための情報（判断根拠及び判断理由）の提供ができること。 

（３）新型コロナウイルス感染症対策を踏まえた検証項目 

・マスク着用、衝立等の設置及び室内換気の飛沫防止対策を行った状態において、情報共有、

通報連絡の確認等ができること。（参加人数は従来どおり） 

 
３．２ 機構対策本部 

（１）達成目標に係る検証項目 

・機構対策本部 ERC ブースの統括者は、発話者に対し、ERC へ提供すべき情報の指示及び情

報収集担当者に対し、事象の進展を予測して情報収集すべき事項の指示ができること。ま

た、発話者2名は、情報収集担当者によって整理され施設ごとに識別された情報を用いて、

複数施設の発災状況を分担して ERCへ情報共有できること。 

（２）前年度から改善を図った事項に係る検証項目 

・総合訓練の中で、原子力事業所災害対策支援拠点の立ち上げから資機材等の受け入れまで

含めた一連の活動が実施できること。 

（３）新型コロナウイルス感染症対策を踏まえた検証項目 

・機構対策本部 ERC対応ブースの要員数が制限された状況（情報収集担当者 7 →5名（最低

人数））でも機構内及び ERCとの情報共有ができること。 
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４．実施日時及び対象施設 

（１）実施日時 

令和 3年 3月 26 日（金） 13時 30分 ～ 16時 15分 

（２）対象施設 

NSRR*及び BECKY 

 

     *：原子炉安全性研究炉 

 

５．実施体制、評価体制及び参加者 

（１）実施体制 

 
 ※統合原子力防災ネットワークに接続された TV 会議システムによる報告・情報連絡 

 
（２）評価体制 

○ 評価のためのチェックリストを作成し活用する。 

○ 原子力科学研究所外から選出された訓練モニタ及び外部機関の有識者により、第三者の視

点から課題の抽出を図る。 

○ 訓練参加者による反省会等を通して実施状況を評価する。 

 
（３）参加者 

○ 参加人数 ： 256名 

＜内訳＞  

 ・緊急時対策所 ：  72名 

 ・NSRR事故現場指揮所 ：   49名 

  ・BECKY 事故現場指揮所 

  ・所内支援組織（各センター、医療チーム）              

：  40名 

：  38名     

  ・機構対策本部 ：  46名 

  ・支援本部（核燃料サイクル工学研究所） ：   3名 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 通報連絡、派遣 

※ 

緊急時対策所 

原子力科学研究所 

現地対策本部 

NSRR 

事故現場指揮所 

指示 
報告・情報連絡 

通報連絡、派遣 

報告・情報連絡 

支援 

原子力規制庁 

緊急時対応センター 

（ERC） 

※ 

外部関係機関 
（一部模擬） 

支援本部 
（原子力事業所災害対策支援拠点） 

機構対策本部 

(原子力施設事態即応ｾﾝﾀ-) 

BECKY 

事故現場指揮所 

支援要請 

指示 
報告・情報連絡 
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  ・支援本部（大洗研究所） ：   3名 

  ・ERCに派遣した現地情報連絡員(以下「リエゾン」という。) ：  3名 

  ・緊急事態応急対策等拠点施設（以下「OFC」という。）派遣要員  ：  2名 

○ 訓練評価者(訓練モニタ及び外部機関の有識者) ：  7名 

○ その他（退避訓練のみ参加した従業員等） ： 139名 

 

６．防災訓練のために想定した原子力災害の概要 

警戒事態に該当する地震の発生を起点とした原子力災害を想定する。原子炉施設である NSRR 

においては、原子炉運転中における原子炉停止機能の喪失、原子炉冷却機能の喪失により、原災

法第 10 条事象、原災法第 15 条事象に進展する。また、核燃料物質の使用施設である BECKY に

おいては、ヨウ素吸着カラムの破損により、気体放射性物質（放射性ヨウ素）が放出し、原災法

第 10条事象、原災法第 15 条事象となる。 

 

（１）前提条件 

  ① 事象発生時間帯 

   ・平日の勤務時間帯 

  ② 施設の状況 

   ・NSRR において、定出力（15Ｗ）で運転中 

   ・BECKYにおいて、ヨウ素捕集試験を実施中 

（２）事象概要 

時刻 NSRR BECKY 

13:30 【AL＜地震発生（東海村で震度 6 弱）＞】 

13:30 

・スクラム信号「地震動大」による原子炉停

止回路が動作したが、全制御棒が挿入され

ず原子炉自動停止に失敗 
・制御室で原子炉手動停止操作するが制御

棒挿入できず 

 

13:56 
・制御棒駆動機構電源盤の断操作するも制

御棒挿入されず  

13:58 
・現場にて目視により制御棒全数（11 本）固

着を確認  

13:59 
【SE＜原子炉停止機能の全ての喪失＞を原

子力防災管理者が判断】 
 

14:10 余震発生（東海村で震度 3） 

14:10  
・排気ダストモニタ（ヨウ素）警報発報「ラ

ンクⅡ」 

・排気ダストモニタ指示値 4.9×102 s-1 

14:14  ・ヨウ素吸着カラムの破損確認 

14:15  ・排気ダストモニタ指示値 4.9×103 s-1 

・サンプリングフィルタから 131I を確認 

14:28 
・「原子炉サブパイル室水位高」警報発報 

（原子炉冷却水漏えい） 

・全量放出想定の被ばく線量評価 
 （最大実効線量：140μSv） 
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14:30 ・原子炉プール水の漏洩確認  

14:31  ・給排気系統の全排風機停止の失敗 

14:33 

・サブパイル室からの漏水確認 

・炉上面エリアモニタ警報発報「ランクⅠ」 

（γ線:36μSv/h、中性子線:13μSv/h） 

  

14:36 ・サブパイル室水密扉からの漏水確認  

14:38 
・炉上面エリアモニタ警報発報「ランクⅡ」 

（γ線：360μSv/h、中性子線：130μSv/h） 

 

 

14:40  
・放射性物質の放出が通報基準に到達確認 

 （SE02/GE02：2.9×104 s-1） 

14:41 

・炉上面エリアモニタ指示値上昇 

（γ線：1000μSv/h、中性子線：600μSv/h） 

・原子炉プール水の漏えいにより炉心上端

が露出したことを確認 

【SE02/GE02＜通常放出経路での気体放射性

廃棄物の放出＞を原子力防災管理者が判

断】 

14:42 

・原子炉未臨界に到達 

・炉上面エリアモニタ指示値下降 

（γ線：400μSv/h、中性子線：＜0.15μSv/h

（BG）に復帰） 

  

14:43 

【GE＜原子炉停止機能の全ての喪失かつ原

子炉冷却機能の全ての喪失＞を原子力防

災管理者が判断】 

  

14:49  

 ・ヨウ素捕集試験装置の排風機停止に成功 

・ヨウ素捕集試験装置の空気作動弁の閉止

に成功 

14:52  
・グローブボックス給排気系統の空気作動

弁の閉止に成功 

15:03  
・ヨウ素捕集試験装置手動弁の閉止を開始 
・グローブボックス手動弁の閉止に成功 

15:04  

・負傷者発生（現場作業者：1 名） 
 転倒し、左腕を強打 
・排気ダストモニタフィルタ交換 

15:05 ・トングによる制御棒（S1）挿入作業開始  

15:07 ・トングによる制御棒（S1）挿入成功  

15:09 ・トングによる制御棒（S2）挿入成功  

15:10  
・排気ダストモニタ指示値 3.0 s-1 

・負傷者の身体汚染：汚染なし 

15:14 サブパイル室水密扉閉止作業開始  

15:18  ・負傷者への応急処置実施 

15:20  
・放射性物質の放出停止を確認 
・MP-16 指示値（48.8nSv/h（平常値）） 

15:21 ・サブパイル室水密扉閉止成功  

15:23 ・原子炉プールへ給水開始 ・負傷者を医療機関へ搬送 

15:31  ・グローブボックスの目張り作業開始 
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15:34  ・グローブボックスの目張り作業終了 

15:36  ・救急車が医療機関へ到着（模擬） 

15:40 
・炉上面エリアモニタ指示値 
（γ線：400μSv/h、中性子線：BG） 
 

 

15:44  ・131I の総放出量の評価結果（1.2×1011Bq） 

15:47  ・放出停止時の放出量の被ばく線量評価 
 （最大実効線量：54μSv） 

15:58  ・負傷者診察結果：左ひじ骨折、入院なし、 

全治 3 ヶ月（模擬） 

16:06 ・炉心冠水  

16:10 

・原子炉プール水位：満水 
・炉上面エリアモニタ指示値 
（γ線：0.3μSv/h（平常値）、中性子線：BG） 

 

 AL：警戒事態 SE：施設敷地緊急事態 GE:全面緊急事態 

 

７．防災訓練の項目 

  総合訓練 

 

８．防災訓練の内容 

「防災業務計画」に基づき、原子力科学研究所及び機構本部との合同による総合訓練を実施 

した。なお、以下の各訓練は、シナリオ一部提示型訓練（訓練コントロールのため、現地対策

本部構成員の一部にのみ提示）として実施した。 

 
８．１ 現地対策本部における訓練 
（１）現地対策本部要員の招集訓練 
（２）大規模地震発生後の人員掌握及び施設等点検結果の集約・報告訓練 
（３）機構対策本部等及び各事故現場指揮所との情報共有訓練 

（４）ERC及び機構対策本部と統合原子力防災ネットワークシステムによる情報共有訓練 
（５）原災法第 10条及び第 15条事象発生による関係機関への派遣対応訓練 
（６）プレス対応訓練 
（７）原子力事業所災害対策支援拠点への支援要請訓練 

（８）通報訓練 

（９）避難訓練 

（10）緊急時環境モニタリング訓練 

（11）救護訓練 

 

８．２ 機構対策本部における訓練 

（１）機構内及び ERC との情報共有訓練 

（２）原子力事業所災害対策支援拠点との連携訓練 
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９．訓練結果の概要及び個別評価 

各訓練の実施内容及び評価は以下のとおり。 
 
９．１ 現地対策本部における訓練 
（１）現地対策本部要員の招集訓練 

＜実施内容＞ 
   ①警戒事象（地震）及び異常事象（NSRR）発生後、危機管理課長は、直ちに一斉放送により

現地対策本部員を緊急時対策所へ招集し、参集状況を確認して活動体制を整えた。 
②最初に緊急時対策所へ到着した副本部長（保安管理部長）は、現地対策本部の設置を宣言

した。 
  ＜評価＞ 
   ①危機管理課長は、「事故対策規則」に基づいて現地対策本部員を招集し、遅滞なく活動体制

を整えることができた。 
②副本部長（保安管理部長）は、「事故対策規則」に基づいて本部長に代わり現地対策本部の

設置が宣言できた。 
 
（２）大規模地震発生後の人員掌握及び施設等点検結果の集約・報告訓練 

＜実施内容＞ 
   ・現地対策本部は、大規模地震発生後、構内放送にて施設の点検及び人員掌握の実施を指示

し、各部署からの施設の点検結果及び人員掌握結果を集約（模擬）し、その結果を機構対

策本部へ報告した。 
 ＜評価＞ 

・現地対策本部は、「地震対応要領」に基づいて原子力科学研究所内の施設の点検及び人員

掌握の実施を指示し、それらの結果を集約して、機構対策本部へ報告できた。 
 
（３）機構対策本部等及び各事故現場指揮所との情報共有訓練 

＜実施内容＞ 
 ① NSRR 及び BECKY の各事故現場指揮所は、施設の運転状況、EAL 事象の発生状況、進展予

測、収束に向けた戦略についての情報を集約し、機構 TV会議システム及び書画装置によ

り「発生事象状況確認シート」、「事象進展対策シート」、「プラントデータ」、「平面図」、

「放射線モニタトレンドグラフ」の視覚情報を用いて、事象発生時等の適切なタイミング

で説明し、現地対策本部へ情報共有するとともに、情報共有にあたっては、視覚情報を共

有フォルダを介して現地対策本部へ提供した。 
② 視覚情報活用担当者は、情報統括者の指示のもと、「発生事象状況確認シート」等の視覚

情報を書画装置を用いて表示し、EAL事象の判断に係る情報（判断根拠）及び今後の事象

進展等に関する情報を機構対策本部及び各事故現場指揮所へ情報共有した。 
③ 視覚情報活用担当者は、NSRR の原災法第 15 条事象の収束に向けた対策及び対応状況、

BECKY の原災法第 10 条事象の収束に向けた対策及び対応状況についてブリーフィングを
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2分間で実施し、機構対策本部及び各事故現場指揮所と情報共有した。 
   ④ Q＆A 管理担当は、機構対策本部からの質問を集約し、その内容によっては事故現場指揮

所へ回答作成を指示し、ホットラインにより順次機構対策本部へ回答した。 
  ⑤ 情報統括者は、機構対策本部及び NSRR 事故現場指揮所の通常系の機構 TV会議システム

用 PCが一時使用不能となった際、機構対策本部側では予備系の機構 TV会議システム用

PC への切り替え操作、NSRR 事故現場指揮所側では携帯電話の回線による同システムへ

接続にて、情報共有を行うとの連絡を受けて、現地対策本部内へ周知した。 
    ⑥ 情報統括者は、NSRR 及び BECKY からの発災状況、今後の事象進展等に関する情報を整

理し、機構 TV 会議システム、電話及び構内 LAN 回線で接続された共有フォルダを用い

て、機構対策本部及び各事故現場指揮所と情報共有した。 
   ⑦ 現地対策本部長は、NSRR 及び BECKY の事故現場指揮所からのプラント情報に基づき、

「発生事象状況確認シート」を用いて EAL 事象を判断して宣言し、機構 TV 会議システ

ムにより EAL 事象の判断時刻及び種類を機構対策本部及び各事故現場指揮所と情報共

有した。 
   ⑧ 緊急時対策所、NSRR及びBECKYの各事故現場指揮所において、マスクの着用、衝立等の

設置及び室内換気による飛沫防止対策を講じた状態で、機構TV会議システム等で機構内

で情報共有した。 

 
 ＜評価＞ 
  ① 各事故現場指揮所は、「現地対策本部の活動マニュアル」に基づき、視覚情報を活用し、

現地対策本部へ情報共有ができた。 
   ② 視覚情報活用担当者は、「現地対策本部の活動マニュアル」に基づいて各事故現場指揮所

から情報を収集して機構対策本部へ情報共有ができた。 
   ③ 視覚情報活用担当者は、「現地対策本部の活動マニュアル」に基づいて発生事象の応急措

置の内容について短時間でブリーフィングを実施できた。 
   ④ Q＆A管理担当は、「情報提供フロー」に基づいて機構対策本部からの質問及び機構対策本

部への回答状況を一元的に整理し、ホットラインを用いて漏れなく回答することができ

た。 
   ⑤ 情報統括者は、機構対策本部側及び NSRR 事故現場指揮所側の機構 TV 会議システムが使

用不能となった場合においても代替手段の活用により、各事故現場指揮所からの現場情

報を機構内へ情報共有できた。 
   ⑥ 情報統括者は、「現地対策本部の活動マニュアル」に基づいて NSRR 及び BECKY の 2 施設

で EAL事象が発生した状況においても、通信連絡設備を活用して、各施設の発災状況、今

後の事象進展等に関する情報を機構内で情報共有できた。 
  ⑦ 現地対策本部長は、原子力防災管理者として「防災業務計画」に基づいて EAL事象を判

断し、機構対策本部及び各事故現場指揮所へ伝達できた。 
⑧ 緊急時対策所及び各事故現場指揮所において、マスク着用、衝立等の設置及び室内換気

の飛沫防止対策を行った状態で支障なく情報共有できた。 
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（４）ERC及び機構対策本部と統合原子力防災ネットワークシステムによる情報共有訓練 
＜実施内容＞ 

   ・現地対策本部 ERC ブース対応者は、視覚情報、時系列、機構 TV 会議システムの音声情報

を用いて現地対策本部内の情報を入手し、ERC と機構対策本部 ERC 対応者との情報共有の

中で、技術的・専門的な内容の補足を行った。また、ERCブース内の補助者が Q＆A管理担

当と連携しながら現地対策本部から必要な情報を入手し、機構対策本部の指示により ERC

からの質問に対して回答を行った。 

 ＜評価＞ 
   ・現地対策本部 ERC ブース対応者は、「情報提供フロー」に基づいて現地対策本部から視覚

情報、時系列、機構 TV会議システムの音声情報を入手し、機構対策本部 ERC対応者と連

携して、ERCへ補足し、情報共有を行うとともに、Q＆A管理担当は、ERCブース内の補助

者からの要請に応じて、必要な情報を提供できた。 

 
（５）原災法第 10条及び第 15条事象発生による関係機関への派遣対応訓練 

＜実施内容＞ 
  ① 現地対策本部長は、原災法第 10 条事象の発生後、あらかじめ派遣要員として指名して

いる者の中から ERC及び OFC（模擬）へ派遣する要員を決定し、派遣した。 
② リエゾンは、「災害対策資料」を用いてERCとの質疑応答、機構対策本部が説明した内容

の補足を行った。 
   ＜評価＞ 

① 現地対策本部長は、「防災業務計画」に基づいて関係機関への派遣要員を決定して派遣

できた。 

② リエゾンは、「原子力規制庁緊急時対応センターへのリエゾン派遣の役割について」（以

下「リエゾンマニュアル」という。）に基づき、ERCに対して、質疑応答や補足説明がで

きた。ただし、ERC へ派遣したリエゾンの活動において、配付資料の中で提供データの

精度が低いものがあったこと、一部リエゾンの負担が大きくなった場面があったことか

ら、改善が必要であると評価した。【12.＜問題点①＞】 

 
（６）プレス対応訓練 

＜実施内容＞ 
  ① 広報班は、NSRR及び BECKYで発生した EAL事象及び負傷者情報を区分けして整理し、

プレス文を作成した。 
   ② プレス対応者は、EAL事象が発生した施設について、施設の目的及び概要等をあらか

じめ作成された図面や写真入りの資料を用いて説明した。 
 ＜評価＞ 

① 広報班は、「事故対策規則」に基づき、発生した EAL 事象ごとに整理し、施設ごとに区

分けしてプレス文を作成することができた。 
② プレス対応者は、「事故対策規則」に基づき、記者に対して、内容の説明前に施設の目

的や概要を分かりやすく説明したうえで、発生した事象を説明できた。 
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（７）原子力事業所災害対策支援拠点への支援要請訓練 

＜実施内容＞ 
   ・現地対策本部長は、BECKY 排気筒からの放射性物質の異常放出に伴い、排気ダストモニタ

の指示値上昇を踏まえ、機構 TV 会議システムを通じて機構対策本部へモニタリングカー

並びに対応要員の派遣を要請し、原子力事業所災害対策支援拠点から原子力科学研究所へ

派遣されたモニタリングカー並びに対応要員を受け入れるとともに、原子力科学研究所敷

地周辺の環境モニタリングを実施する体制を整えた。 
 ＜評価＞ 

・現地対策本部長は、「防災業務計画」に基づき、機構対策本部へ原子力事業所災害対策支援

拠点への支援要請及び受け入れを行い、原子力科学研究所敷地周辺の環境モニタリングを

実施するための支援体制を確認することができた。 
 

（８）通報訓練 

＜実施内容＞ 
① FAX作成担当者は、2班に分かれて NSRRと BECKYで発生した EAL事象等を集約し、それ

ぞれの施設で起きている事態が整理された通報文を作成し、現地対策本部長の確認を

受けて関係機関へ発信した。 

  ② FAX作成担当者は、現地対策本部長が EAL事象を宣言後、下表の＜EAL事象の発生に係

る通報連絡の実績＞に示す時間で ERCを含む関係機関へ FAXによる通報連絡を一斉に行

った。 

＜EAL事象の発生に係る通報連絡の実績＞ 

発災 

施設 

判断 

時刻 
通報内容 

送信 

時刻 

所要 

時間 

NSRR 13:59 【SE】原子炉停止機能の全ての喪失 14:04 5分 

BECKY 14:41 
【SE02/GE02】通常放出経路での気体放射性廃

棄物の放出 
14:48 7分 

NSRR 14:43 
【GE】原子炉停止機能の全ての喪失かつ原子炉

冷却機能の全ての喪失 
14:48 5分 

 ＜評価＞ 
① FAX作成担当者は、「現地対策本部の活動マニュアル」に基づいて現地対策本部内に提供

された情報を集約し、それぞれの施設で起きている事態が整理された内容の通報文を作

成して FAXによる通報連絡が行えたことから、2班に分かれての対応は良好であった。た

だし、様式「警戒事態該当事象発生後の経過連絡」の「発生事象と対応の概要」欄に、NSRR

事故現場指揮所の開設について記載されていたり、様式「特定事象発生通報」の「検出さ

れた放射線量の状況、検出された放射性物質の状況、主な施設・設備の状態等」の欄

に、EALの判断に係る記載がされていたりと様式の趣旨に沿ってない箇所があったこ

とから、改善が必要であると評価した。【12. ＜問題点②＞】 

② FAX 作成担当者は、「現地対策本部の活動マニュアル」に基づき、原災法第 10条事象及び
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第 15条事象に対して、15分以内に FAXによる通報連絡を実施できた。 

 

（９）避難訓練 

＜実施内容＞ 

① NSRR 及び BECKY の建家関係者は、地震の揺れが収まってから、所定の避難場所に避難

し安全を確保した。 

  ② 現地対策本部は、原災法第 15 条事象の発生に伴い、構内にいる者に対して一斉放送に

より屋内退避及び安全確保を指示し、建屋内に避難させた。 

 ＜評価＞ 

① NSRR 及び BECKYの建家関係者は、地震発生後、「地震対応要領」に基づいて身の安全を確

保することができた。 

  ② 現地対策本部は、「事故対策規則」に基づいて構内にいる者を建屋内へ避難させること

ができた。 

 

（10）緊急時環境モニタリング訓練 

＜実施内容＞ 
  ・放射線管理部センターは、現地対策本部長の指示により、モニタリングポストの指示値

を監視し、10分間隔でモニタリングデータを現地対策本部へ報告した。また、モニタリ

ングカーによる環境放射能測定も実施した。 
 ＜評価＞ 
  ・放射線管理部センターは、「放射線管理部センター活動手引」に基づいて定期的に環境測

定データを報告することができた。 

 

（11）救護訓練 

＜実施内容＞ 
  ・防護隊及び医療チームは、BECKY からの負傷者発生の連絡を受けて、直ちに BECKY に出動

し、負傷者に対して応急措置を行い、原子力科学研究所の救急車で医療機関（模擬）へ

搬送した。 
 ＜評価＞ 
  ・防護隊及び医療チームは、「防護隊活動手引」に基づいて負傷者の応急措置から医療機関

（模擬）への搬送ができた。 
 
９．２ 機構対策本部における訓練 

（１）機構内及び ERC との情報共有訓練 

＜実施内容＞ 

①-1 機構対策本部は、機構 TV 会議システムでの現地対策本部等の発話内容（ブリーフィ

ング情報含む）及び書画装置や共有フォルダを用いて共有した「発生事象状況確認シー

ト」、「事象進展対策シート」等の視覚情報を基に、プラント情報、EAL事象の判断基準、
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今後の事象進展等に関する情報を収集した。 

①-2 機構対策本部 ERC 対応ブースの統括者は、情報収集担当者に指示し、ERC に対して提

供すべき情報について、EAL 事象の判断根拠などの重要度が高い情報は機構 TV会議シス

テム、それ以外の情報はホットライン経由で収集した。 

②-1機構対策本部 ERC対応ブースの統括者は、収集した情報を確認し、発話者に対して ERC

へ提供すべき事項を指示した。 

②-2機構対策本部 ERC対応ブースの発話者 2名は、発災施設ごとに発話を分担し、書画装

置により視覚情報を活用しながら、プラント情報、EAL 事象の発生状況等に関する情報

を ERCに対して情報共有した。 

③ 機構対策本部は、ERC対応ブースの情報収集担当者が 5名の体制にて、作業エリアを拡

張した ERC対応ブースを新たに活用することで機構内及び ERCと情報共有した。 

④ 機構対策本部は、通常系の機構 TV会議システム用 PCが一時使用不能となった際、本部

付の指示により予備系の機構 TV会議システム用 PCに切り替えて情報共有した。 

＜評価＞ 

① 機構対策本部は、「原子力規制庁緊急時対応センターとの接続時対応マニュアル」（以

下「ERC対応マニュアル」という。）に基づいて、機構 TV会議システムや書画装置を活

用した現地対策本部との情報共有が実施できた。 

② 機構対策本部は、「ERC 対応マニュアル」及び「発話ポイント」に基づいて、統合原子

力防災ネットワークを活用し ERC に対して複数施設の発災状況を区別して情報共有が

できた。 

  ③ 機構対策本部は、新型コロナウイルス感染症対策を考慮し、ERC対応ブースの要員数が

制限された状況（「ERC対応マニュアル」に定める情報収集担当者の最低人数）におい

ても、機構内外の情報共有が支障なく実施できることを確認した。また、拡張したERC

対応ブースを活用することで密を回避するとともに要員の動線がより確保され、情報

収集担当者によるホットライン経由の情報や書画装置の情報の収集が円滑に実施でき

た。 

  ④ 機構対策本部は、通常系の機構TV会議システム用PCが一時使用不能となった際、代替

手段の活用により機構内の情報共有ができることを確認した。 

 

（２）原子力事業所災害対策支援拠点との連携訓練 

＜実施内容＞ 

・ 機構対策本部は、現地対策本部からの支援要請を受け、支援本部となる核燃料サイクル

工学研究所及び大洗研究所に対して原子力事業所災害対策支援拠点（機構本部；駐車場）

へのモニタリングカー及び要員の派遣を要請した。また、原子力事業所災害対策支援拠

点に参集したモニタリングカー及び要員を確認したうえで原子力科学研究所への派遣を

指示し、支援に係る準備状況を機構TV会議システムでの発話により現地対策本部へ情報

提供した。 

＜評価＞ 

・ 機構対策本部は、「機構本部事故対策規則」に基づいて支援本部へ支援要請及び準備状
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況を機構内へ情報提供できた。また、「防災業務計画」に基づいて原子力事業所災害対

策支援拠点での支援活動が実施できた。 

 

１０．過去の訓練を踏まえた改善点の評価 

前回の防災訓練（令和元年 12月 10日実施）及び前々回の防災訓練（平成 30年 9月 25日）

で抽出された改善点に対する取組状況は以下のとおり。 

 
（１）原子力科学研究所 

前回の防災訓練で抽出された改善点 取組状況 

＜課題①＞ 

機構 TV システム上での重要情報の発話が重

なった際の対応を検討する必要がある。 

 

【原因】 

① 重要情報の発話が重なった際の対応がルー

ル化されていない。 

 

 

② 現地対策本部が機構TV会議システム上で発

話中であっても、重要な情報であれば事故

現場指揮所からタイムリーに情報提供でき

る方法について明確になっていない。 

 

 

 

 

【対策】 

① 機構 TV 会議システムにおける発話の基本

について整理し、重要情報の優先度や割り

込んで発話する際のルールの明確化を行っ

た。 

 【3.1(2)①】 

② 別の事故現場指揮所からの重要な内容で機

構 TV 会議システムが使用中の状況におい

て、緊急性の高い情報の発信が必要となっ

た場合は、 

・現地対策本部情報統括者が、機構 TV会議シ

ステムとホットラインでの情報共有方法を

指示する。 

・ホットラインは、事故現場指揮所から現地

対策本部の情報班へ電話により情報共有を

行う。 

・情報班は、事故現場指揮所からの重要情報

を情報統括者へ報告するとともに、庶務班

へも提供し、時系列に反映させる。 

ことを「現地対策本部の活動マニュアル」

に定めた。【3.1(2)①】 

 

【評価】 

・NSRR 及び BECKY の事故現場指揮所からの

発話は、「機構 TV会議における発話の基本」

に基づき、重要情報を発話することができ

た。 

・NSRR 及び BECKY の 2 施設からの情報が報

告されていたが、情報統括者の指示に基づ

き、緊急性の高い BECKY を機構 TV 会議シ

ステムに、NSRRをホットラインに分けて報

告するよう指示して情報共有ができた。 
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・「現地対策本部の活動マニュアル」に基づ

き、ホットラインを活用し、事故現場指揮

所から情報班へ情報共有することができ

た。 

・情報班は、事故現場指揮所からの重要情報 

を副情報統括者を通じて情報統括者へ報告

するとともに、庶務班へも提供し、時系列

に反映することができた。【完了】 

前々回の防災訓練で抽出された改善点 取組状況 

＜課題②＞ 

 原子力防災管理者が不在時における代行順

位の副原子力防災管理者がその役割を代行し、

EAL の判断を行う際に他の副原子力防災管理者

からの代行者への補助が十分ではなかった。

【平成30年度訓練で抽出された改善点のうち、

前回の訓練で検証できなかったもの】 

 

【原因】 

・他の副原子力防災管理者は、各自の担当業務

に追われ、原子力防災管理者の代行者が防災

業務計画に記載のない方法でEAL事象を判断

してしまった際に訂正することができなか

った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【対策】 

・現地対策本部の体制を見直し、情報統括者

（副原子力防災管理者）を選任し、原子力防

災管理者（原子力防災管理者の代行者を含

む。）に対して、EAL事象を判断するための補

助を行うよう事故対策規則に定めた。

【3.1(2)②】 

 

【評価】 

・原子力防災管理者が不在の状況において、情

報統括者は、「事故対策規則」に基づき、「事

象進展対策シート」や「発生事象状況確認シ

ート」で状況を漏れなく確認しており、本部

長の判断の資となる情報を提供すること

で、原子力防災管理者の代行者が防災業務

計画に従って適切に EAL事象を判断できた。

【完了】 

 
（２）更なる改善事項 

前回の防災訓練で抽出された改善点 取組状況 

原子力事業所災害対策支援拠点との連携訓

練について、これまでの訓練では支援要請と準

備作業までしか実施していなかったため、今年

度訓練においては発災拠点での支援要員及び

資機材の受け入れまで含めた活動を総合訓練

の中で実施し、受け入れ体制の確認を行う。 

・機構対策本部は、原子力事業所災害対策支援

拠点を立ち上げ、現地対策本部からの要請に

基づき支援本部からモニリングカー及び要

員を参集させることができた。また、現地対

策本部は、原子力事業所災害対策支援拠点か

ら派遣されたモニリングカー及び要員を受

け入れ、体制の有効性を確認できた。

【9.1(7)】【9.2(2)】【完了】 
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１１．訓練全体の評価結果 

「１．訓練目的」に示す「国、自治体等へ正確に情報提供等を行える対応体制」、「前年度

（平成 30年度含む。）から改善を図った事項の有効性」及び「新型コロナウイルス感染症対

策を考慮した対応」については、訓練目的及び達成目標を踏まえて設定した検証項目に対す

る下記の評価結果から、一部課題は抽出されたものの概ね達成できたと評価する。 

 
１１．１ 現地対策本部 

（１）達成目標に対する評価 

① 現地対策本部は、プラント情報、EAL事象の発生状況、今後の事象進展等について機構

対策本部に対して視覚情報を用いて視覚的な情報共有ができること。 

・ 現地対策本部は、「現地対策本部の活動マニュアル」に基づき、「発生事象状況確認シ

ート」、「事象進展対策シート」、「プラントデータ」、「平面図」、「放射線モニタトレン

ドグラフ」の視覚情報を用いて、EAL事象の発生状況及び今後の事象進展を説明する

ことで、機構対策本部に対して視覚的に正確で分かりやすい情報共有ができた。

【9.1(3)①、②】 

② 現地対策本部は、原災法第 15 条事象への進展前後にブリーフィングを実施し、発生事

象に係る対応状況、進展予測・対策について機構内に情報共有ができること。 

・ 現地対策本部の視覚情報活用担当者（危機管理課長）は、「現地対策本部の活動マニ

ュアル」に基づき、ブリーフィングにより NSRR 及び BECKY の原災法事象に係る進展

予測、収束に向けた対策及び対応状況について、具体的かつ簡潔に短時間で情報共有

ができた。【9.1(3)③】 

③ 現地対策本部は、事故現場指揮所（１箇所）及び機構対策本部の機構 TV 会議システム

が一時的に不能になった場合に、携帯電話の回線により同システムへ接続する等の代替

手段により情報共有が継続できること。 

・ 現地対策本部は、「現地対策本部の活動マニュアル」に基づき、機構 TV会議システム

の使用不能時の代替手段を用いて、操作手順どおりに機構対策本部及び NSRR 事故現

場指揮所と情報共有が継続できた。【9.1(3)⑤】 

④ 現地対策本部は、2施設で複数の EAL事象が発生した場合においても、情報統括者が重

要度に基づいて事故現場指揮所の発話のタイミング及び方法をコントロールすること

で、2施設からの情報を現地対策本部で集約し、機構対策本部と情報共有ができること。 

・ 現地対策本部は、「現地対策本部の活動マニュアル」に基づき、NSRR 及び BECKY の 2

施設で EAL事象が発生した状況においても、情報統括者による通信連絡設備の使い分

けの指示により、両施設の発災状況、今後の事象進展等について機構対策本部と情報

共有ができた。【9.1(3)⑥】 
 

（２）前年度（平成 30年度含む。）から改善を図った事項に対する評価 

① 情報統括者は、2 施設の事故現場指揮所から重なるタイミングで重要情報が報告された

場合には、機構 TV会議システムとホットラインでの情報共有を指示できること。また、
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事故現場指揮所と緊急時対策所間のホットラインを活用することで情報共有ができる

こと。 

・ 情報統括者は、NSRR 及び BECKY の 2 施設からの情報が重なる場面で、緊急性の高い

BECKY を機構 TV 会議に、NSRR をホットラインに分けて報告するよう指示して情報共

有ができた。【10.(1)課題①】 

・ 「現地対策本部の活動マニュアル」に基づき、重なるタイミングで重要情報が報告さ

れた場合は、ホットラインを活用し、事故現場指揮所から情報班へ情報共有すること

ができた。また、情報班は、事故現場指揮所からの重要情報を副情報統括者を通じて

情報統括者へ報告するとともに、庶務班へも提供し、時系列に反映することができた。

【10.(1)課題①】 

 

② 情報統括者（副原子力防災管理者）は、原子力防災管理者の不在時に、代行者に対して、

EAL 事象の該当判断をするための情報（判断根拠及び判断理由）の提供ができること。 

・ 情報統括者が、「事故対策規則」に基づき、「事象進展対策シート」や「発生事象状況

確認シート」で EAL事象に至る状況を確認し、原子力防災管理者の判断の資となる情

報を提供することで、原子力防災管理者の代行者が防災業務計画に従って適切に EAL

事象を判断できた。【10.(1)課題②】 

 

（３）新型コロナウイルス感染症対策を考慮した対応に対する評価 

 マスク着用、衝立等の設置及び室内換気の飛沫防止対策を行った状態において、情報共

有、通報連絡の確認等ができること。（参加人数は従来どおり） 

・ 緊急時対策所、NSRR 及び BECKYの各事故現場指揮所において、マスク着用、衝立等の

設置及び室内換気の飛沫防止対策を行った状態で、防護活動要員間の情報伝達、機構

TV 会議システムによる発話についても支障なく実施し情報共有ができることを確認

した。【9.1(3)⑧】 

 
１１．２ 機構対策本部 

（１）達成目標に対する評価 

機構対策本部 ERC ブースの統括者は、発話者に対し、ERC へ提供すべき情報の指示及

び情報収集担当者に対し、事象の進展を予測して情報収集すべき事項の指示ができるこ

と。また、発話者 2 名は、情報収集担当者によって整理され施設ごとに識別された情報

を用いて、複数施設の発災状況を分担して ERCへ情報共有できること。 

・機構対策本部 ERC対応ブースの統括者は、「ERC対応マニュアル」に基づき、発話者に

対する ERC へ提供すべき情報の指示及び情報収集担当者に対する機構内への情報収集

の指示ができたことから対応能力を有していることを確認した。 

新任 1名を含む発話者 2名は、「ERC対応マニュアル」に基づき、情報収集担当者に

よって整理され施設ごとに識別された情報を用いて、複数施設の発災状況を分担して

ERCへ情報共有できたことから対応能力を有していることを確認した。【9.2(1)②】 

 



17 

 

（２）前年度から改善を図った事項に対する評価 

総合訓練の中で、原子力事業所災害対策支援拠点の立ち上げから資機材等の受け入れ

まで含めた一連の活動が実施できること。 

・機構対策本部及び現地対策本部は、「防災業務計画」に基づき、原子力事業所災害対

策支援拠点の立ち上げから資機材等の受け入れまで含めた活動が実施できたことを確

認した。【9.1(7)】【9.2(2)】【10.(2)】 

 

（３）新型コロナウイルス感染症対策を考慮した対応に対する評価 

機構対策本部 ERC 対応ブースの要員数が制限された状況（情報収集担当者 7 →5名（最

低人数））でも機構内及び ERCとの情報共有ができること。 

・ 機構対策本部は、ERC 対応ブースの情報収集担当者の要員数が「ERC対応マニュアル」

に定める最低人数である状況においても、同マニュアルに基づき各担当者が役割を担

い、機構内及び ERC との情報共有ができた。また、拡張した ERC対応ブースを活用す

ることで密を回避するとともに要員の動線がより確保され、情報収集担当者による情

報収集が円滑に実施できた。【9.2(1)③】 

 

１２．今後の原子力災害対策に向けた改善点 

   今回の防災訓練において抽出された改善点は、以下のとおりである。 
 
＜問題点①＞ 

・リエゾンがERCへ配付した資料について、古い内容の「事象進展対策シート」やトレンドデ

ータが前面で、最新版が後ろに綴られているなど、提供データの精度が低いものがあった。 

・リエゾンの業務量にアンバランスが生じ、資料配布を担当するリエゾンの負荷が大きくな

った場面があった。【9.1(5)】 

＜課題＞ 

・リエゾンの ERC に対する資料配布対応について、情報の受け手側を意識した対応になって

いない。また、役割分担に改善の余地がある。 

＜原因＞ 

①リエゾン側で配布資料を選別する運用になっていなかったため、即応センターから送付さ

れた資料をそのまま配布してしまった。 

②ERCのフロント側には発災施設に詳しいリエゾンを配置するようにしており、複数施設で発

災した場合はそれぞれの施設に対応したリエゾンを配置する運用であったため、残ったリ

エゾンで資料の配布を対応することとなり負荷が大きくなった。 

＜対策＞ 

①即応センターからリエゾンへ送付した資料については、リエゾンがERCへ配布する前に内容

を確認し、誤記がある場合は訂正するとともに、重複や内容の古い資料は配布しないこと

を、「リエゾンマニュアル」に追加し各拠点に展開する。 

②複数施設発災時に複数のリエゾンをERCのフロント側へ配置させている状況においては、事

象の重大性や進展状況を考慮した上で優先度の低い施設担当のリエゾンを、資料配布する
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際には一時的にサポートに回すことができるよう、「リエゾンマニュアル」に追加し各拠点

に展開する。 

 
＜問題点②＞ 

・様式「警戒事態該当事象発生後の経過連絡」の「発生事象と対応の概要」欄に、NSRR事故現

場指揮所の開設について記載されていたり、様式「特定事象発生通報」の「検出された放

射線量の状況、検出された放射性物質の状況、主な施設・設備の状態等」の欄に、EAL

の判断に係る記載がされていたりと様式の趣旨に沿ってない箇所があった。【9.1(8)】 

＜課題＞ 

・通報様式へのSE、GEに至る経緯、EAL事象の判断に係る記載、対応措置の予定・実績等

の記載について、それぞれの欄に何を記載すべきかが十分に理解されていない。 

＜原因＞ 

・原子力科学研究所で作成している通報様式の記載例について、それぞれの欄に何を記

載すべきかが具体的に例示されていなかったことから分かりづらかった。 

＜対策＞ 

（機構本部） 

・機構大に展開している通報様式チェックシートに具体的な記載例を追記し各拠点に展

開する。 

（原子力科学研究所） 

・上記を踏まえて、原子力科学研究所で作成している通報様式の記載例に反映する。 

・通報様式の記載例を見直し、それそれの欄について、具体的な記載事項を例示し分か

りやすくするとともに、担当者に周知する。 

 

以 上 
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別紙２ 

 

防災訓練の結果の概要（個別訓練） 

 

１．訓練の目的 

本訓練は、「原子力科学研究所原子力事業者防災業務計画」に定める原子力緊急事態支援組織

との支援体制を踏まえ、原子力災害発生時における緊急時対応に係る技能の定着・維持・向上

を図るとともに、あらかじめ定めた緊急時対応に係る各種機能が有効に機能することを確認す

るため、緊急時に備えた各種対応に係る個別訓練を実施した。 

 

２．実施期間 

令和2年8月20日（木）～令和3年3月10日（水） 

 

３．実施体制、評価体制及び参加者 

（１）実施体制 

訓練ごとに実施責任者を設け、実施担当者が訓練を行った。 

詳細は、「添付資料」のとおり。 

（２）評価体制 

実施責任者が評価した。 

（３）参加者 

「添付資料」のとおり。 

 

４．防災訓練のために想定した原子力災害の概要 

原子力災害対策特別措置法（以下「原災法」という。）第15条事象が発生し、高放射線環

境下での現場での応急措置が必要となる事態を想定 

 

５．防災訓練の項目 

個別訓練（その他の訓練） 

 

６．防災訓練の内容 

（１）遠隔機材の操作訓練 

（２）原子力緊急事態支援組織との連携訓練 

 

７．訓練結果の概要及び個別評価 

（１）遠隔機材の操作訓練 

【実施内容】 

・偵察用ロボット及び作業用ロボットの操作（走行、模擬試料採取など）について実操作訓

練を実施した。 

・小型無人ヘリの操作（ホバリング、移動、旋回など）について実操作訓練を実施した。 
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 【評価】 

  ・遠隔操作ロボットの操作ができることを確認した。評価結果は、「添付資料」のとおり。 

 

（２）原子力緊急事態支援組織との連携訓練 

  【実施内容】 

・偵察用ロボット及び小型無人ヘリを原子力緊急事態支援組織（楢葉遠隔技術開発センタ

ー）から機構本部（原子力事業所災害対策支援拠点）に運搬した。 

・機構本部において、偵察用ロボット及び小型無人ヘリの動作確認を行い、原子力科学研究

所への引渡しが可能であることを確認した。 

 【評価】 

  ・原子力緊急事態支援組織が保有する資機材（遠隔操作ロボット）の受取確認ができること

を確認した。評価結果は、「添付資料」のとおり。 

 

８．今後の原子力災害対策に向けた改善点 

個別訓練（その他の訓練）で抽出された今後に向けた改善点は、「添付資料」のとおり。 

 

 

以 上 
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その他の訓練の概要 

 

（１）遠隔機材の操作訓練（実施日 令和2年：8/20、8/27、9/10、10/6、10/8、10/27、10/29、11/17、12/1、12/3、令和3年：2/4、 

参加人数：7名（延べ人数：11名）） 

概 要 
実施体制 

（①実施責任者、②実施担当者） 

評価 

結果 
当該期間中の改善点 

今後の原子力災害対策 

に向けた改善点 

遠隔機材の操作訓練 ①楢葉遠隔技術開発センター 遠

隔機材整備運用課長 

②原子力科学研究所 緊急時遠隔

機材運用班 

良 なし ・練度向上のため継続して実施 

・偵察用ロボット及び作業用ロボ

ットの操作訓練を実施 

・小型無人ヘリの操作訓練を実施 

 

（２）原子力緊急事態支援組織との連携訓練（実施日：令和 3年 3月 10日、参加人数：7名） 

（楢葉遠隔技術開発センター4名、機構本部 1名、原子力科学研究所 2 名） 

概 要 
実施体制 

（①実施責任者、②実施担当者） 

評価 

結果 
当該期間中の改善点 

今後の原子力災害対策 

に向けた改善点 

遠隔機材の運搬、引渡し訓練 ①安全・核セキュリティ統括部 

危機管理課長 

②楢葉遠隔技術開発センター  

遠隔機材整備運用課員、原子力

科学研究所支援要員 

良 なし ・積荷の揚げおろしを含めた訓

練を実施し、課題の抽出を図

る。 

・偵察用ロボット及び小型無人ヘ

リを機構本部へ運搬 

・偵察用ロボット及び小型無人ヘ

リの動作確認、引渡しを実施 

※本訓練は、核燃料サイクル工学研究所及び大洗研究所と同日に実施した。 

添付資料 



【参考資料】 

令和元年度訓練結果を踏まえ設定した“機構大で取り組むべき課題”に対する評価結果 

 

令和元年度訓練結果を踏まえて抽出した以下の“機構大で取り組むべき課題”に対する、令和 2年度訓

練における全拠点での評価結果は以下のとおり。    

 

【問題点】 

・機構 TVシステム上の情報共有において、現場から放射線量率の変動に係る報告と警報発報に係る報

告が重なった際、現地対策本部にて一方の情報提供を優先させた結果、他方の情報が報告されず、結

果として機構対策本部から ERCへ情報提供できなかった。（原子力科学研究所） 

・機構 TVシステム上で情報発信が行われている最中にもかかわらず、「緊急」という発話もなく他の

情報を勝手に割りこんだ。割り込む際にも、その情報の重要度を考慮しなかった。（高速増殖原型炉

もんじゅ） 

【課題】 

・機構 TV会議システム上での重要情報の発話が重なった際の対応を検討する必要がある。 

【原因】 

①重要情報の発話が重なった際の対応がルール化されていない。 

②現地対策本部が機構 TV会議システム上で発話中であっても、重要な情報であれば現場指揮所からタ

イムリーに情報提供できる方法について明確になっていない。 

【対策】 

①重要情報の優先度の整理、割り込んで発話する際のルールの明確化を行った（機構本部）。 

②機構 TV会議システム上での発話が出来ない場合における現場指揮所―現地対策本部間の情報の流れ

を明確化した。（現場指揮所の存在しないもんじゅ、ふげんを除く） 

 

評価結果 
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［評価］ 

・事態の重要度判断の下、情報統括者等からの指示に基づき、機

構 TV会議システム及びホットラインの使い分けが出来ていた。

また、現場指揮所からの報告の際も「緊急」の宣言が徹底され、

緊急性に応じた優先順位での発話がなされていることを確認し

た。 

〇 〇 〇 〇 〇 〇 
 評価基準 〇：対策が有効に機能し、課題が解消したことを確認した。   
      △：ある程度課題は解決したものの、更なる対策が必要である。   
      ×：課題が解決しておらず、対策の見直し又は更なる対策が必要である。   

 

以上 
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